
第22号
令和6年10月1日発行

まんのう町で生まれたコウノトリ

まんのう町農業委員会（まんのう町役場2階農林課内）
まんのう町吉野下430番地　TEL0877-73-0105

農業者年金に加入しましょう！
●農業者年金は農業者のための国民年金の上乗せ年金です。

お問合せは、お近くのＪＡまたは農業委員会事務局まで

農業者なら誰でも入れる「終身年金」です！

一定の要件を満たす方には、
　月額最大1万円の保険料の国庫補助

保険料は全額社会保険料控除の対象
　　　　　　など、生涯を通じて大きな節税効果！

※国民年金第1号被保険者かつ年間60日以上農業に従事される65歳未満の方

農業者年金基金 検 索詳しくは… https://www.nounen.go.jp

◆発行日／毎週金曜日
◆購読料／月額700円（税・送料込）

全国農業新聞を
読もう‼ 令和5年

全国農業新聞表彰「見やすい」
「分かりやすい」

紙面を追求して
週１回発行しています！

見本紙のご用命、購読のお申し込みはお近くの市町村農
業委員会へ。
全国農業新聞ホームページからのお問い合わせや、メー
ル（gyoumu@nca.or.jp)またはFAX（03-3261-5132）
でも受け付けています。

全国農業新聞の普及活動に取組み、普及拡張
特別優秀農業委員会賞（増加部数の部）で全国
第2位となりました！
引き続きご購読よろしくお願いします。

ホームページアドレス●
https://www.nca.or.jp/shinbun/

ホームページはこちら
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●「地域計画」とは
　 農地や農業を守るために、地域の現状や課題、将来の在り方等を地域で話し合って目標等を定める
ものです。（令和 7年 3月末に策定予定）
　 まんのう町では農業委員会が主体となって計画策定に取り組んでおり、地域別に座談会を開催して
いますので、ご参加をお願いします。
●「地域内の農業を担う者」について
　地域計画への記載事項であり、農業者の氏名・作目・経営面積等を記載します。
　目標数値については基本的に現状維持の数値とします。
　掲載予定者（以下の 3点いずれかに該当する方）
　　①認定農業者・②認定新規就農者・③町内で耕作面積 7000㎡以上の農業者（農地台帳にて把握）
　　※地域計画の公表時には担う者一覧も公表となりますので、ご了承ください。
　　※ 3つの条件に該当しない方で掲載希望の方や未掲載希望の方はご相談ください。

●農地の売買（農地法第３条）
　農地を耕作する目的で農地のまま売買・贈与をする場合、農業委員会の許可が必要となります。
●農地の転用（農地法第４条・第５条）
　 農地を農地以外の用途（住宅・事業用地等）に転用する場合、農業委員会を経由して県知事の許可が必
要となります。
●農地の貸借・解約（農地法・基盤強化促進法・機構法）
　農地を耕作する目的で農地のまま貸借する場合、申請が必要となります。
　貸借の解約の場合、解約書等の提出が必要となります。

〇申請は毎月５日までに農業委員会にご提出ください。
〇定例会を毎月２０日に開催し審議しています。
　※日程は前後する場合がありますので、まんのう町ホームページ等でご確認ください。

　農地の利用状況を調査しています。未耕作地でも所有者・耕作者等の方は、草刈り等の農地の適正な管
理をしていただきますようよろしくお願いします。

　法律の改正に伴い、令和7年4月から、原則として「（公財）香川県農地機構」を経由した貸し借りとなり
ます。
　•農地機構による手続きや書類の作成となり、申し出から権利発生まで約3カ月かかります。
　•貸借期間は原則10年（少なくとも6年）となる予定です。

 〈現在〉貸し手→借り手（町による手続き）
 〈令和7年4月以降〉貸し手→農地機構→借り手（農地機構による手続き）
農地貸借については農業委員会や農林課に駐在している農地機構職員まで、ご相談ください。

地域計画について

遊休農地の調査

農地の貸借制度の変更について

こんなときはご相談を



〈就任あいさつ〉
会　長　　中　浦　　　優

副会長　　岩　倉　節　夫

農業委員・農地利用最適化推進委員名簿

　皆様には日頃より農業委員会活動に対し、格別の
ご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。この
度、任期満了に伴う改選があり、新体制となりまし
た。前回に引き続き、会長の重責を担わせていた
だくことになり、責任の重さを痛感しております。
１９名の農業委員と２６名の農地利用最適化推進委
員が一丸となって、農業委員会活動に取り組んでい
きたいと考えております。
　本年、「食料・農業・農村基本法」が改正され、
食料安全保障の確保・強化があげられました。我々
も食の根幹である農地・農業を守ることを念頭に置
いて活動していきます。委員会活動においては、地
域の皆様と協力し、一体となって活動を進めていき
たいと考えております。今後とも一層のご支援、ご
協力をよろしくお願い申しあげます。

　日頃より農業委員会の活動にご理解とご協力を賜
り、厚くお礼を申し上げます。
　この度、前回に引きつづいて副会長の重責を担う
ことになりました。今後ともよろしくお願い申し上
げます。
　さて、農業経営基盤強化促進法の改正によって示
されました「地域計画」策定につきましては、各地
区の農業者座談会にご参会いただきました自治会長
や農業関係者、地域農業の中核を担う農家の方々に
はご尽力いただきましたことに厚くお礼を申し上げ
ます。皆様方のおかげをもちまして当初の予定どお
り地域計画を策定できると思っております。
　現在、農業をとりまく情勢は厳しいものがござい
ますが、適正な農地管理に取り組んでまいりますの
で、今後ともご協力を賜りますようお願い申し上げ
ます。

　任期満了に伴い、次の方々が退任されました。ご尽力いた
だき、厚く御礼申し上げます。（敬称略）

●農業委員  雨霧　弘（造田）、西岡　登士男（勝浦）、鈴木　勉（七箇）、白川　清茂（佐文）、
三原　俊雄（炭所東）、西村　登志子（炭所西）、黒木　輝美（炭所西）

●農地利用最適化推進委員
  中山　孝明（造田）、小山　明男（中通）、松葉　隆司（勝浦）、畑　正則（炭所東）、

宮川　孝徳（炭所西）、寺嶋　修司（長尾）、白川　豊明（羽間）、三野　公宣（七箇）、
山内　英幸（大口）、増田　治（新目）、横関　敏則（買田）

　農業委員及び農地利用最適化推進委員の任
期満了に伴い、7月 22日に 19名の農業委員
が町長から任命を受けました。同日、臨時総
会が開催され、新役員の選出と 26 名の農地
利用最適化推進委員が農業委員会から委嘱を
受けました。

【農業委員・農地利用最適化推進委員任期】
　 令和 6年 7月 20日から
　　　　令和 9年 7月 19日まで（3年間）

農業委員会　役員

退任委員

農業委員会が
新体制に変わりました 農業委員

岩倉　節夫
☎ 78-3311
帆山

仁木　久雄
☎ 79-3389
炭所東

兼若 香寿美
☎ 84-2259
川東

楠見　武士
☎ 73-3867
真野

松﨑　智哉
☎ 77-2443
七箇

宮井　章裕
☎ 78-3619
七箇

道安　和敏
☎ 79-3353
長尾

中浦　優
☎ 73-5029
吉野下

高鳥　義光
☎ 75-0456
吉野下

谷江　孝夫
☎ 77-2794
新目

宮川　昭史
☎  79-0827
炭所西

宮川　竜次
☎ 85-2776
造田

林　一典
☎ 77-2667
七箇

藤丸　武則
☎ 79-2641
炭所西

松浦　功
☎ 73-3309
岸上

奈良　耕治
☎ 73-2877
岸上

堀田　雅彦
☎ 77-2707
七箇

近石　義則
☎ 73-5376
買田

谷本　貴司
☎ 79-3071
長尾

近藤　茂義
☎ 73-4364
東高篠

植田　正富
☎ 75-5408
東高篠

増田　稔
☎ 78-3520
山脇

鈴木 多計士
☎ 79-2798
長尾

佐野　哲三
☎ 84-2952
川東

臼杵　慶幸
☎ 57-6007
追上

小野　貞文
☎ 79-2459
炭所西

栗田　美博
☎ 73-4125
四条

近石　正明
☎ 75-1772
四条

大西　好信
☎ 78-3706
大口

久保　一
☎  79-2314
炭所東

後藤　博幸
☎ 85-2745
造田

堀江　祐二
☎ 85-2923
中通

渡邊　壽孝
☎ 79-3437
吉野

赤股　誠司
☎ 75-0169
公文

森浦　五男
☎ 73-4474
西高篠

奈良　敏美
☎ 75-0585
生間

秦　守
☎ 79-3441
吉 野

中西　光明
☎ 84-2685
勝浦

山口　靖永
☎ 84-2770
中通

有信　隆雄
☎ 79-3431
吉野

平川　裕子
☎ 75-5182
東高篠

鈴木　雅人
☎ 77-2630
七箇

久染　智春
73-4322
佐文

髙橋　豊文
☎ 79-2834
吉野

谷川　明雄
☎ 84-2606
川東

農地利用最適化
推進委員

地　　区 区　　域 農地利用最適化推進委員 農業委員

琴南

造田Ａ
菰敷・奥ノ谷・森本・峯俊・木ノ下・大西・桜木・梶洲・犬ノ墓・山ノ神・
定生・桃ノ尾・大空・中空・味噌桶谷・岡ノ峯・城ケ谷・山下・梅ノ木原・
清神原・宮田・上井・転石・歯朶尾・一本杉・柞野

後藤　博幸

堀江　祐二造田Ｂ 為久・中ノ切・仲空・原・一里塚・郷路・小川・石原・盛・新田・高柿・
岡ノ下・西川・岡ノ山・南・左湖・影ノ浦 宮川　竜次

中通Ａ 東桜・東木戸・地下清・下木戸・西木戸・西桜・平川・平川新開・本村・
本村道上・本名・野口・中橋谷・橋谷・奥橋谷・皆野・土路渕 佐野　哲三

川東Ａ 本村下・聾谷・地獄谷・藤川・木地屋敷・先猪鼻・大上・椴栂・焼尾・
本村上・渕野

中通Ｂ 名頃・中名頃・岩篭・大左古

中西　光明 山口　靖永川東Ｂ 滝山・堀田・前ノ川・雨島・前の川向・尾井出

勝浦Ａ 半坂・大向・仲野・野田小屋・本村・下福家・真鈴・峠・八峯・引利木・
家六・ユズリハ・茂地倉・吹佐古

川東Ｃ 明神・中熊下・林下・中熊上・葛籠野・奥林・三角・大窪・川奥・栗ケ窪・
尾形・明神川原・杣野・株切・中野・沖野・日開谷・浅木原 谷川　明雄 兼若香寿美

勝浦Ｂ 長谷・谷田・奈良ノ木・三角・横畑

満濃

炭所東 仁木　久雄 久保　　一

炭所西Ａ 草井坂・成政・上平野・下平野・上常包・常包・小山谷・八幡岡・宮ノ下・
安養寺・南谷・法事元・蛇谷・大柞・杉尾・志福寺・厳島・片岡 藤丸　武則

宮川　昭史
炭所西Ｂ

一本松・西ノ山・新池・下大向・上大向・権現藪・三島・奥間藤・間藤・
西ノ岡・蛭谷・前坂・的場・塩田・奥樋・東立目・奥池・山ノ神・菜園場・
橋谷・江畑・新田・鋳物師谷・下江畑・佐古尻・中須・論ケ原・江畑奥

小野　貞文

長尾Ａ 林の下・札の辻・五正寺・町代・中村・上無頭・上田・浦山・大浦・北山・
南山・天神・新古・樫林・渕の上 道安　和敏

鈴木多計士
長尾Ｂ

源保林・蔵ノ前・牛の木・上の宮・観音堂・松木・大石橋・五反地・暁・
井筒・田渕・大福井・長塚・沢田・宝殿・長手・川原・寺の前・岩谷・東山・
峠・方吹・大原・王地・下無頭・佐岡

谷本　貴司

吉野Ａ
宮西・下大宮・鐘場・下川原添・宮東・上村・蛭田・市神・上川原添・
木ノ崎下所・木ノ崎中所・木ノ崎上所・平田・大谷・下高屋原・上高屋原・
西高屋原（参考自治会：宮西・宮東・旭東・木ノ崎・光元・野津郷・高屋原）

渡邊　壽孝 髙橋　豊文

吉野Ｂ
中村・大堀・八幡・西場正・東場正・黒見・桶樋・深田・五毛合ノ股・
五毛上所・五毛片山・五毛長谷・五毛奥長谷・五毛三反地・五毛八反地・
前山・五毛高丸・大分股（参考自治会：中村・五毛・場正・八幡・桶樋）

有信　隆雄 秦　　　守

神野 楠見　武士
松浦　　功真野

岸上 奈良　耕治五條
四條 近石　正明 栗田　美博
吉野下 高鳥　義光 中浦　　優 
羽間 植田　正富 近藤　茂義東高篠
西高篠 森浦　五男 赤股　誠司公文

仲南

塩入 鈴木　雅人 林　　一典七箇Ａ 野口・モッコク・東山・春日・中春日・下春日・小春日・新開
七箇Ｂ 上久保・久保・長林・前山・豊後・原田・河原・下本目・本目・中山 松﨑　智哉

七箇Ｃ 上小池・中小池・下小池・池尻・古田・山原・葛神・中筋・下中筋・原渕・
下原渕・福良見・岡下・三田・道面・大浦・堀切・金竹・照井・南照井 堀田　雅彦 宮井　章裕

帆山 大西　好信
岩倉　節夫後山

大口 谷江　孝夫新目
山脇

増田　　稔 臼杵　慶幸追上
宮田
買田 奈良　敏美 近石　義則生間
佐文 久染　智春

中立委員 担当区域がなく、農業分野以外の視点を持つ委員 平川　裕子

◉農業委員会
　 　農地法等の法令に基づく事務、農地等
の利用の最適化の推進（担い手への農地
の集積・集約化、遊休農地の発生防止・
解消、新規参入の促進）に関する事務等
を執行する行政委員会として市町村に設
置。

◉農業委員
　 　主に、定例会に出席し農地の権利移動
や転用について審議をし、最終的に合議
体としての決定を行う。加えて、農地等
の利用の最適化の推進に関する現場活動
を行う。

◉ 農地利用最適化推進委員
　 　主に、農業委員と連携し、農地等の利
用の最適化の推進に関する現場活動を
行う。

2 3 4



〈就任あいさつ〉
会　長　　中　浦　　　優

副会長　　岩　倉　節　夫

農業委員・農地利用最適化推進委員名簿

　皆様には日頃より農業委員会活動に対し、格別の
ご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。この
度、任期満了に伴う改選があり、新体制となりまし
た。前回に引き続き、会長の重責を担わせていた
だくことになり、責任の重さを痛感しております。
１９名の農業委員と２６名の農地利用最適化推進委
員が一丸となって、農業委員会活動に取り組んでい
きたいと考えております。
　本年、「食料・農業・農村基本法」が改正され、
食料安全保障の確保・強化があげられました。我々
も食の根幹である農地・農業を守ることを念頭に置
いて活動していきます。委員会活動においては、地
域の皆様と協力し、一体となって活動を進めていき
たいと考えております。今後とも一層のご支援、ご
協力をよろしくお願い申しあげます。

　日頃より農業委員会の活動にご理解とご協力を賜
り、厚くお礼を申し上げます。
　この度、前回に引きつづいて副会長の重責を担う
ことになりました。今後ともよろしくお願い申し上
げます。
　さて、農業経営基盤強化促進法の改正によって示
されました「地域計画」策定につきましては、各地
区の農業者座談会にご参会いただきました自治会長
や農業関係者、地域農業の中核を担う農家の方々に
はご尽力いただきましたことに厚くお礼を申し上げ
ます。皆様方のおかげをもちまして当初の予定どお
り地域計画を策定できると思っております。
　現在、農業をとりまく情勢は厳しいものがござい
ますが、適正な農地管理に取り組んでまいりますの
で、今後ともご協力を賜りますようお願い申し上げ
ます。

　任期満了に伴い、次の方々が退任されました。ご尽力いた
だき、厚く御礼申し上げます。（敬称略）

●農業委員  雨霧　弘（造田）、西岡　登士男（勝浦）、鈴木　勉（七箇）、白川　清茂（佐文）、
三原　俊雄（炭所東）、西村　登志子（炭所西）、黒木　輝美（炭所西）

●農地利用最適化推進委員
  中山　孝明（造田）、小山　明男（中通）、松葉　隆司（勝浦）、畑　正則（炭所東）、

宮川　孝徳（炭所西）、寺嶋　修司（長尾）、白川　豊明（羽間）、三野　公宣（七箇）、
山内　英幸（大口）、増田　治（新目）、横関　敏則（買田）

　農業委員及び農地利用最適化推進委員の任
期満了に伴い、7月 22日に 19名の農業委員
が町長から任命を受けました。同日、臨時総
会が開催され、新役員の選出と 26 名の農地
利用最適化推進委員が農業委員会から委嘱を
受けました。

【農業委員・農地利用最適化推進委員任期】
　 令和 6年 7月 20日から
　　　　令和 9年 7月 19日まで（3年間）

農業委員会　役員

退任委員

農業委員会が
新体制に変わりました 農業委員

岩倉　節夫
☎ 78-3311
帆山

仁木　久雄
☎ 79-3389
炭所東

兼若 香寿美
☎ 84-2259
川東

楠見　武士
☎ 73-3867
真野

松﨑　智哉
☎ 77-2443
七箇

宮井　章裕
☎ 78-3619
七箇

道安　和敏
☎ 79-3353
長尾

中浦　優
☎ 73-5029
吉野下

高鳥　義光
☎ 75-0456
吉野下

谷江　孝夫
☎ 77-2794
新目

宮川　昭史
☎  79-0827
炭所西

宮川　竜次
☎ 85-2776
造田

林　一典
☎ 77-2667
七箇

藤丸　武則
☎ 79-2641
炭所西

松浦　功
☎ 73-3309
岸上

奈良　耕治
☎ 73-2877
岸上

堀田　雅彦
☎ 77-2707
七箇

近石　義則
☎ 73-5376
買田

谷本　貴司
☎ 79-3071
長尾

近藤　茂義
☎ 73-4364
東高篠

植田　正富
☎ 75-5408
東高篠

増田　稔
☎ 78-3520
山脇

鈴木 多計士
☎ 79-2798
長尾

佐野　哲三
☎ 84-2952
川東

臼杵　慶幸
☎ 57-6007
追上

小野　貞文
☎ 79-2459
炭所西

栗田　美博
☎ 73-4125
四条

近石　正明
☎ 75-1772
四条

大西　好信
☎ 78-3706
大口

久保　一
☎  79-2314
炭所東

後藤　博幸
☎ 85-2745
造田

堀江　祐二
☎ 85-2923
中通

渡邊　壽孝
☎ 79-3437
吉野

赤股　誠司
☎ 75-0169
公文

森浦　五男
☎ 73-4474
西高篠

奈良　敏美
☎ 75-0585
生間

秦　守
☎ 79-3441
吉 野

中西　光明
☎ 84-2685
勝浦

山口　靖永
☎ 84-2770
中通

有信　隆雄
☎ 79-3431
吉野

平川　裕子
☎ 75-5182
東高篠

鈴木　雅人
☎ 77-2630
七箇

久染　智春
73-4322
佐文

髙橋　豊文
☎ 79-2834
吉野

谷川　明雄
☎ 84-2606
川東

農地利用最適化
推進委員

地　　区 区　　域 農地利用最適化推進委員 農業委員

琴南

造田Ａ
菰敷・奥ノ谷・森本・峯俊・木ノ下・大西・桜木・梶洲・犬ノ墓・山ノ神・
定生・桃ノ尾・大空・中空・味噌桶谷・岡ノ峯・城ケ谷・山下・梅ノ木原・
清神原・宮田・上井・転石・歯朶尾・一本杉・柞野

後藤　博幸

堀江　祐二造田Ｂ 為久・中ノ切・仲空・原・一里塚・郷路・小川・石原・盛・新田・高柿・
岡ノ下・西川・岡ノ山・南・左湖・影ノ浦 宮川　竜次

中通Ａ 東桜・東木戸・地下清・下木戸・西木戸・西桜・平川・平川新開・本村・
本村道上・本名・野口・中橋谷・橋谷・奥橋谷・皆野・土路渕 佐野　哲三

川東Ａ 本村下・聾谷・地獄谷・藤川・木地屋敷・先猪鼻・大上・椴栂・焼尾・
本村上・渕野

中通Ｂ 名頃・中名頃・岩篭・大左古

中西　光明 山口　靖永川東Ｂ 滝山・堀田・前ノ川・雨島・前の川向・尾井出

勝浦Ａ 半坂・大向・仲野・野田小屋・本村・下福家・真鈴・峠・八峯・引利木・
家六・ユズリハ・茂地倉・吹佐古

川東Ｃ 明神・中熊下・林下・中熊上・葛籠野・奥林・三角・大窪・川奥・栗ケ窪・
尾形・明神川原・杣野・株切・中野・沖野・日開谷・浅木原 谷川　明雄 兼若香寿美

勝浦Ｂ 長谷・谷田・奈良ノ木・三角・横畑

満濃

炭所東 仁木　久雄 久保　　一

炭所西Ａ 草井坂・成政・上平野・下平野・上常包・常包・小山谷・八幡岡・宮ノ下・
安養寺・南谷・法事元・蛇谷・大柞・杉尾・志福寺・厳島・片岡 藤丸　武則

宮川　昭史
炭所西Ｂ

一本松・西ノ山・新池・下大向・上大向・権現藪・三島・奥間藤・間藤・
西ノ岡・蛭谷・前坂・的場・塩田・奥樋・東立目・奥池・山ノ神・菜園場・
橋谷・江畑・新田・鋳物師谷・下江畑・佐古尻・中須・論ケ原・江畑奥

小野　貞文

長尾Ａ 林の下・札の辻・五正寺・町代・中村・上無頭・上田・浦山・大浦・北山・
南山・天神・新古・樫林・渕の上 道安　和敏

鈴木多計士
長尾Ｂ

源保林・蔵ノ前・牛の木・上の宮・観音堂・松木・大石橋・五反地・暁・
井筒・田渕・大福井・長塚・沢田・宝殿・長手・川原・寺の前・岩谷・東山・
峠・方吹・大原・王地・下無頭・佐岡

谷本　貴司

吉野Ａ
宮西・下大宮・鐘場・下川原添・宮東・上村・蛭田・市神・上川原添・
木ノ崎下所・木ノ崎中所・木ノ崎上所・平田・大谷・下高屋原・上高屋原・
西高屋原（参考自治会：宮西・宮東・旭東・木ノ崎・光元・野津郷・高屋原）

渡邊　壽孝 髙橋　豊文

吉野Ｂ
中村・大堀・八幡・西場正・東場正・黒見・桶樋・深田・五毛合ノ股・
五毛上所・五毛片山・五毛長谷・五毛奥長谷・五毛三反地・五毛八反地・
前山・五毛高丸・大分股（参考自治会：中村・五毛・場正・八幡・桶樋）

有信　隆雄 秦　　　守

神野 楠見　武士
松浦　　功真野

岸上 奈良　耕治五條
四條 近石　正明 栗田　美博
吉野下 高鳥　義光 中浦　　優 
羽間 植田　正富 近藤　茂義東高篠
西高篠 森浦　五男 赤股　誠司公文

仲南

塩入 鈴木　雅人 林　　一典七箇Ａ 野口・モッコク・東山・春日・中春日・下春日・小春日・新開
七箇Ｂ 上久保・久保・長林・前山・豊後・原田・河原・下本目・本目・中山 松﨑　智哉

七箇Ｃ 上小池・中小池・下小池・池尻・古田・山原・葛神・中筋・下中筋・原渕・
下原渕・福良見・岡下・三田・道面・大浦・堀切・金竹・照井・南照井 堀田　雅彦 宮井　章裕

帆山 大西　好信
岩倉　節夫後山

大口 谷江　孝夫新目
山脇

増田　　稔 臼杵　慶幸追上
宮田
買田 奈良　敏美 近石　義則生間
佐文 久染　智春

中立委員 担当区域がなく、農業分野以外の視点を持つ委員 平川　裕子

◉農業委員会
　 　農地法等の法令に基づく事務、農地等
の利用の最適化の推進（担い手への農地
の集積・集約化、遊休農地の発生防止・
解消、新規参入の促進）に関する事務等
を執行する行政委員会として市町村に設
置。

◉農業委員
　 　主に、定例会に出席し農地の権利移動
や転用について審議をし、最終的に合議
体としての決定を行う。加えて、農地等
の利用の最適化の推進に関する現場活動
を行う。

◉ 農地利用最適化推進委員
　 　主に、農業委員と連携し、農地等の利
用の最適化の推進に関する現場活動を
行う。
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〈就任あいさつ〉
会　長　　中　浦　　　優

副会長　　岩　倉　節　夫

農業委員・農地利用最適化推進委員名簿

　皆様には日頃より農業委員会活動に対し、格別の
ご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。この
度、任期満了に伴う改選があり、新体制となりまし
た。前回に引き続き、会長の重責を担わせていた
だくことになり、責任の重さを痛感しております。
１９名の農業委員と２６名の農地利用最適化推進委
員が一丸となって、農業委員会活動に取り組んでい
きたいと考えております。
　本年、「食料・農業・農村基本法」が改正され、
食料安全保障の確保・強化があげられました。我々
も食の根幹である農地・農業を守ることを念頭に置
いて活動していきます。委員会活動においては、地
域の皆様と協力し、一体となって活動を進めていき
たいと考えております。今後とも一層のご支援、ご
協力をよろしくお願い申しあげます。

　日頃より農業委員会の活動にご理解とご協力を賜
り、厚くお礼を申し上げます。
　この度、前回に引きつづいて副会長の重責を担う
ことになりました。今後ともよろしくお願い申し上
げます。
　さて、農業経営基盤強化促進法の改正によって示
されました「地域計画」策定につきましては、各地
区の農業者座談会にご参会いただきました自治会長
や農業関係者、地域農業の中核を担う農家の方々に
はご尽力いただきましたことに厚くお礼を申し上げ
ます。皆様方のおかげをもちまして当初の予定どお
り地域計画を策定できると思っております。
　現在、農業をとりまく情勢は厳しいものがござい
ますが、適正な農地管理に取り組んでまいりますの
で、今後ともご協力を賜りますようお願い申し上げ
ます。

　任期満了に伴い、次の方々が退任されました。ご尽力いた
だき、厚く御礼申し上げます。（敬称略）

●農業委員  雨霧　弘（造田）、西岡　登士男（勝浦）、鈴木　勉（七箇）、白川　清茂（佐文）、
三原　俊雄（炭所東）、西村　登志子（炭所西）、黒木　輝美（炭所西）

●農地利用最適化推進委員
  中山　孝明（造田）、小山　明男（中通）、松葉　隆司（勝浦）、畑　正則（炭所東）、

宮川　孝徳（炭所西）、寺嶋　修司（長尾）、白川　豊明（羽間）、三野　公宣（七箇）、
山内　英幸（大口）、増田　治（新目）、横関　敏則（買田）

　農業委員及び農地利用最適化推進委員の任
期満了に伴い、7月 22日に 19名の農業委員
が町長から任命を受けました。同日、臨時総
会が開催され、新役員の選出と 26 名の農地
利用最適化推進委員が農業委員会から委嘱を
受けました。

【農業委員・農地利用最適化推進委員任期】
　 令和 6年 7月 20日から
　　　　令和 9年 7月 19日まで（3年間）

農業委員会　役員

退任委員

農業委員会が
新体制に変わりました 農業委員

岩倉　節夫
☎ 78-3311
帆山

仁木　久雄
☎ 79-3389
炭所東

兼若 香寿美
☎ 84-2259
川東

楠見　武士
☎ 73-3867
真野

松﨑　智哉
☎ 77-2443
七箇

宮井　章裕
☎ 78-3619
七箇

道安　和敏
☎ 79-3353
長尾

中浦　優
☎ 73-5029
吉野下

高鳥　義光
☎ 75-0456
吉野下

谷江　孝夫
☎ 77-2794
新目

宮川　昭史
☎  79-0827
炭所西

宮川　竜次
☎ 85-2776
造田

林　一典
☎ 77-2667
七箇

藤丸　武則
☎ 79-2641
炭所西

松浦　功
☎ 73-3309
岸上

奈良　耕治
☎ 73-2877
岸上

堀田　雅彦
☎ 77-2707
七箇

近石　義則
☎ 73-5376
買田

谷本　貴司
☎ 79-3071
長尾

近藤　茂義
☎ 73-4364
東高篠

植田　正富
☎ 75-5408
東高篠

増田　稔
☎ 78-3520
山脇

鈴木 多計士
☎ 79-2798
長尾

佐野　哲三
☎ 84-2952
川東

臼杵　慶幸
☎ 57-6007
追上

小野　貞文
☎ 79-2459
炭所西

栗田　美博
☎ 73-4125
四条

近石　正明
☎ 75-1772
四条

大西　好信
☎ 78-3706
大口

久保　一
☎  79-2314
炭所東

後藤　博幸
☎ 85-2745
造田

堀江　祐二
☎ 85-2923
中通

渡邊　壽孝
☎ 79-3437
吉野

赤股　誠司
☎ 75-0169
公文

森浦　五男
☎ 73-4474
西高篠

奈良　敏美
☎ 75-0585
生間

秦　守
☎ 79-3441
吉 野

中西　光明
☎ 84-2685
勝浦

山口　靖永
☎ 84-2770
中通

有信　隆雄
☎ 79-3431
吉野

平川　裕子
☎ 75-5182
東高篠

鈴木　雅人
☎ 77-2630
七箇

久染　智春
73-4322
佐文

髙橋　豊文
☎ 79-2834
吉野

谷川　明雄
☎ 84-2606
川東

農地利用最適化
推進委員

地　　区 区　　域 農地利用最適化推進委員 農業委員

琴南

造田Ａ
菰敷・奥ノ谷・森本・峯俊・木ノ下・大西・桜木・梶洲・犬ノ墓・山ノ神・
定生・桃ノ尾・大空・中空・味噌桶谷・岡ノ峯・城ケ谷・山下・梅ノ木原・
清神原・宮田・上井・転石・歯朶尾・一本杉・柞野

後藤　博幸

堀江　祐二造田Ｂ 為久・中ノ切・仲空・原・一里塚・郷路・小川・石原・盛・新田・高柿・
岡ノ下・西川・岡ノ山・南・左湖・影ノ浦 宮川　竜次

中通Ａ 東桜・東木戸・地下清・下木戸・西木戸・西桜・平川・平川新開・本村・
本村道上・本名・野口・中橋谷・橋谷・奥橋谷・皆野・土路渕 佐野　哲三

川東Ａ 本村下・聾谷・地獄谷・藤川・木地屋敷・先猪鼻・大上・椴栂・焼尾・
本村上・渕野

中通Ｂ 名頃・中名頃・岩篭・大左古

中西　光明 山口　靖永川東Ｂ 滝山・堀田・前ノ川・雨島・前の川向・尾井出

勝浦Ａ 半坂・大向・仲野・野田小屋・本村・下福家・真鈴・峠・八峯・引利木・
家六・ユズリハ・茂地倉・吹佐古

川東Ｃ 明神・中熊下・林下・中熊上・葛籠野・奥林・三角・大窪・川奥・栗ケ窪・
尾形・明神川原・杣野・株切・中野・沖野・日開谷・浅木原 谷川　明雄 兼若香寿美

勝浦Ｂ 長谷・谷田・奈良ノ木・三角・横畑

満濃

炭所東 仁木　久雄 久保　　一

炭所西Ａ 草井坂・成政・上平野・下平野・上常包・常包・小山谷・八幡岡・宮ノ下・
安養寺・南谷・法事元・蛇谷・大柞・杉尾・志福寺・厳島・片岡 藤丸　武則

宮川　昭史
炭所西Ｂ

一本松・西ノ山・新池・下大向・上大向・権現藪・三島・奥間藤・間藤・
西ノ岡・蛭谷・前坂・的場・塩田・奥樋・東立目・奥池・山ノ神・菜園場・
橋谷・江畑・新田・鋳物師谷・下江畑・佐古尻・中須・論ケ原・江畑奥

小野　貞文

長尾Ａ 林の下・札の辻・五正寺・町代・中村・上無頭・上田・浦山・大浦・北山・
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◉農業委員会
　 　農地法等の法令に基づく事務、農地等
の利用の最適化の推進（担い手への農地
の集積・集約化、遊休農地の発生防止・
解消、新規参入の促進）に関する事務等
を執行する行政委員会として市町村に設
置。

◉農業委員
　 　主に、定例会に出席し農地の権利移動
や転用について審議をし、最終的に合議
体としての決定を行う。加えて、農地等
の利用の最適化の推進に関する現場活動
を行う。

◉ 農地利用最適化推進委員
　 　主に、農業委員と連携し、農地等の利
用の最適化の推進に関する現場活動を
行う。
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第22号
令和6年10月1日発行

まんのう町で生まれたコウノトリ

まんのう町農業委員会（まんのう町役場2階農林課内）
まんのう町吉野下430番地　TEL0877-73-0105

農業者年金に加入しましょう！
●農業者年金は農業者のための国民年金の上乗せ年金です。

お問合せは、お近くのＪＡまたは農業委員会事務局まで

農業者なら誰でも入れる「終身年金」です！

一定の要件を満たす方には、
　月額最大1万円の保険料の国庫補助

保険料は全額社会保険料控除の対象
　　　　　　など、生涯を通じて大きな節税効果！

※国民年金第1号被保険者かつ年間60日以上農業に従事される65歳未満の方

農業者年金基金 検 索詳しくは… https://www.nounen.go.jp

◆発行日／毎週金曜日
◆購読料／月額700円（税・送料込）

全国農業新聞を
読もう‼ 令和5年

全国農業新聞表彰「見やすい」
「分かりやすい」

紙面を追求して
週１回発行しています！

見本紙のご用命、購読のお申し込みはお近くの市町村農
業委員会へ。
全国農業新聞ホームページからのお問い合わせや、メー
ル（gyoumu@nca.or.jp)またはFAX（03-3261-5132）
でも受け付けています。

全国農業新聞の普及活動に取組み、普及拡張
特別優秀農業委員会賞（増加部数の部）で全国
第2位となりました！
引き続きご購読よろしくお願いします。

ホームページアドレス●
https://www.nca.or.jp/shinbun/

ホームページはこちら

5 6

●「地域計画」とは
　 農地や農業を守るために、地域の現状や課題、将来の在り方等を地域で話し合って目標等を定める
ものです。（令和 7年 3月末に策定予定）
　 まんのう町では農業委員会が主体となって計画策定に取り組んでおり、地域別に座談会を開催して
いますので、ご参加をお願いします。
●「地域内の農業を担う者」について
　地域計画への記載事項であり、農業者の氏名・作目・経営面積等を記載します。
　目標数値については基本的に現状維持の数値とします。
　掲載予定者（以下の 3点いずれかに該当する方）
　　①認定農業者・②認定新規就農者・③町内で耕作面積 7000㎡以上の農業者（農地台帳にて把握）
　　※地域計画の公表時には担う者一覧も公表となりますので、ご了承ください。
　　※ 3つの条件に該当しない方で掲載希望の方や未掲載希望の方はご相談ください。

●農地の売買（農地法第３条）
　農地を耕作する目的で農地のまま売買・贈与をする場合、農業委員会の許可が必要となります。
●農地の転用（農地法第４条・第５条）
　 農地を農地以外の用途（住宅・事業用地等）に転用する場合、農業委員会を経由して県知事の許可が必
要となります。
●農地の貸借・解約（農地法・基盤強化促進法・機構法）
　農地を耕作する目的で農地のまま貸借する場合、申請が必要となります。
　貸借の解約の場合、解約書等の提出が必要となります。

〇申請は毎月５日までに農業委員会にご提出ください。
〇定例会を毎月２０日に開催し審議しています。
　※日程は前後する場合がありますので、まんのう町ホームページ等でご確認ください。

　農地の利用状況を調査しています。未耕作地でも所有者・耕作者等の方は、草刈り等の農地の適正な管
理をしていただきますようよろしくお願いします。

　法律の改正に伴い、令和7年4月から、原則として「（公財）香川県農地機構」を経由した貸し借りとなり
ます。
　•農地機構による手続きや書類の作成となり、申し出から権利発生まで約3カ月かかります。
　•貸借期間は原則10年（少なくとも6年）となる予定です。

 〈現在〉貸し手→借り手（町による手続き）
 〈令和7年4月以降〉貸し手→農地機構→借り手（農地機構による手続き）
農地貸借については農業委員会や農林課に駐在している農地機構職員まで、ご相談ください。

地域計画について

遊休農地の調査

農地の貸借制度の変更について

こんなときはご相談を
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